
令和8年4月14日

資源エネルギー庁総務課戦略企画室

総合エネルギー統計の改訂・修正内容
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改訂事項

１.廃プラスチックの標準発熱量の改訂
２.分類不能・内訳推計誤差の扱いの変更
３.軽油の分類不能・内訳推計誤差の改善結果の報告 
４.LPGと簡易ガスの二重計上に関する報告
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１.廃プラスチックの標準発熱量の改訂

廃プラスチックの標準発熱量は、2000年度改訂で定められた29.3MJ/kgで据え置かれている。しかし、
廃プラスチックの組成は当時から変化している可能性があることから、最新の状況を踏まえた更新をする
べく、2023年度改訂の際に「継続検討課題」となっていた。

▌課題

一般に廃プラスチックは需要家により樹脂の組成、夾雑物の割合が大きく異なり、発熱量には幅がある
ため、標準発熱量の改訂はその差異に留意して行う必要がある。この点を踏まえて消費の実態を幅広
く捕捉するべく、エネルギーとしての廃プラスチックの主たる消費者である製鉄業（高炉・電炉）、化学
工業、製紙業、窯業・土石工業、および廃プラスチックを燃料とした発電を行っている事業者を対象に、
それぞれが消費する廃プラスチックの発熱量に関する調査を行った。日本鉄鋼連盟、普通鋼電炉工業
会、日本化学工業協会、日本製紙連合会、セメント協会、発電事業者の協⼒を得て、それぞれの部
門における事業者が保有する実測データあるいは測定用サンプル*1の提供を受けた。

こうして得られた各部門における総発熱量のサンプル値を、各部門の廃プラスチック消費量*2をウエイト
として加重平均した値28.71MJ/kgを新たな標準発熱量として総合エネルギー統計2023年度から
遡及して適用する。

▌対応内容

*1 各部門の廃プラスチックの発熱量は公表しない条件の下で提供を受けたものもあり非公表。
*2 総合エネルギー統計（2023年度確報）及び個別業界からの提供データを用いて、各部門の廃プラスチック消費量を算出。
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２.分類不能・内訳推計誤差の扱いの変更（対応内容）

#690000 分類不能・内訳推計誤差 は製造業等、業務以外も含むものである。しかし、現状、
#650000 業務他（第３次産業） の内訳として計上されており、業務部門の消費が過大に解釈さ
れるおそれがある。

▌課題

令和6年度総合エネルギー統計検討会（第1回会合）の決定事項として、従来の#650000 業務
他（第三次産業）を#650000 業務他とし、その小項目として#651000 業務（第3次産業）、
#659000 分類不能・内訳推計誤差を作成した。本変更は2024年度総合エネルギー統計速報か
ら適用し、1990年度まで遡及して変更を行った。

▌対応内容

変更前の区分 変更後の区分

#650000 業務他 (第三次産業)

#651000 電気ガス熱供給水道業
#652000 情報通信業
#653000 運輸業･郵便業
#654000 卸売業･小売業
#655000 金融業･保険業
#656000 不動産業･物品賃貸業
#657000 学術研究･専門･技術サービス業
#658000 宿泊業･飲食サービス業
#659000 生活関連サービス業･娯楽業
#660000 教育･学習支援業
#661000 医療･福祉
#662000 複合サービス事業
#663000 他サービス業
#680000 公務 
#690000 分類不能･内訳推計誤差

#650000 業務他

#651000  業務（第3次産業）
#651100 電気ガス熱供給水道業
#651200 情報通信業
#651300 運輸業･郵便業
#651400 卸売業･小売業
#651500 金融業･保険業
#651600 不動産業･物品賃貸業
#651700 学術研究･専門･技術サービス業
#651800 宿泊業･飲食サービス業
#651900 生活関連サービス業･娯楽業
#652000 教育･学習支援業
#652100 医療･福祉
#652200 複合サービス事業
#652300 他サービス業
#652400 公務 

#659000 分類不能･内訳推計誤差
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２.分類不能・内訳推計誤差の扱いの変更（対応結果）

変更後の総合エネルギー統計 本表

変更した総合エネルギー統計 本表は以下。
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3.軽油の分類不能・内訳推計誤差の改善結果の報告 (１.対応内容)

$0434 軽油 の#659000（行変更後番号）分類不能・内訳推計誤差 が2013年度以降、拡
大している。2020年度においては3,214千klで、国内供給量（#190000 国内供給、#220000
石油製品製造、#280000 他転換・品種振替 の合計値）に対する比率は10.0%であった。

令和6年度総合エネルギー統計検討会（第1回会合）の決定事項として、一部業種においては以
下のとおり対応を行うこととした。

国家公務部門の一部業種における軽油消費量は、エネルギー消費統計における消費量と「軽油
引取税に関する調」における消費量には乖離があり、後者の数量が多くなっている。そのため、当該
業種における軽油消費量には「軽油引取税に関する調」を採用することとする。なお、公表時期の
関係から総合エネルギー統計への計上は1年度遅れることとなるため、当該年度の数量が公表され
るまでの間は前年度の数量を横置きとする。

漁船における軽油消費量については、農林水産省から提案された方法により推計を行っているが、
2022年度において「軽油引取税に関する調」では319千klであるのに対して、総合エネルギー統計
上では305千klと大きな差異ではなかったことから、現状の推計方法から変更を行わないこととする。

国家公務部門の一部業種における軽油消費量に関する措置は、2024年度確報から同データが入
手可能な2009年度まで遡及適用する。

▌対応内容
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3.軽油の分類不能・内訳推計誤差の改善結果の報告 (２.対応結果) 

2024年度確報作成時点での「軽油取引税に関する調」は2009年度から2023年度まで入手可能
であった。

2023年度における$0434 軽油の#659000 分類不能・内訳推計誤差は、従来のエネルギー消費
統計のみを用いた場合と比較して、17PJ（460千kl）減となった。

また、国内供給に対する同誤差の比率は、3.3%から1.8%(1.5ポイント減)に縮小した。

▌2024年度確報の状況

$0434 軽油 の#659000 分類不能・内訳推計誤差 の推移 国内供給に対する同誤差の比率
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 4.LPGと簡易ガスの二重計上に関する報告

#700000 家庭 における$0458 LPG の消費量算定に用いている家計調査において、同調査の区
分である「プロパンガス」に簡易ガスが含まれていることが判明した。

この結果、総合エネルギー統計において別途計上している$0620 簡易ガス 分が、$0458 LPG に重
複して計上される（二重計上）状況となっていた。

2024年度においては、家庭のLPG消費量169PJのうち、約12PJ（最終エネルギー消費全体の約
0.1%）が簡易ガスとの二重計上に該当していた。

▌課題

#700000 家庭 の$0458 LPG については、ガス事業生産動態統計に基づき把握される$0620 簡
易ガス の消費量を控除することにより、二重計上を解消した。

当該修正は、2024年度確報で1990年度まで遡及して実施する。

▌対応内容


